
市税等の納期限を守りましょう

納期限を過ぎてしまったら
　期限までに納付がないことを滞納と言います。滞納と
なった場合、督促状が送付され、督促手数料が加算され
ます。また、納期限の翌日から納めた日までの日数に応
じて延滞金が加算される場合があります。滞納は納付す
る人にとって不利益になるだけでなく、その事務処理の
ために、市民の皆さんの貴重な市税等から多くの費用が
使われることになります。

滞納となる前にご相談を
　病気や災害などで納付が難しい場合は、滞納となる前
にご相談ください。滞納したままにしておくと延滞金が
加算され、財産の差押えなどの滞納処分を受けることに
なります。

便利な口座振替のご利用を
　納め忘れがなく、便利な口座振替をご利用ください。
手続きなど、詳しくはお尋ねください。

　市税等はさまざまな行政サービスを行うための費用として、市民の
皆さんに所得や資産に応じて公平に負担していただいているもので
す。納期限内の納付にご協力をお願いします。

水道局職員採用試験（UJI）

一次試験　�申込書や職務経歴書などによる書類選
考を行います

受付期間　7月 1日（土）～26日（水）
応募方法　ぴったりサービス（電子申請）にて
募集職種　水道及び下水道技術職
業務内容　水道及び下水道施設の計画設計業務・

維持管理業務（夜間勤務、交代制勤務
あり）

採用人数　若干名
採用予定　令和 5年 10月 1日
※試験案内など、詳しくは水道局ホームページを
ご覧ください。

問水道局総務課　☎ 24-1151

水道局ホームページ
（採用試験）

福祉医療費の高校生等への
対象拡大に伴う認定申請について

　福祉医療費の対象を、令和 5年 4月 1日以降
診療分から高校生等へ拡大しました。助成を受
けるためには認定申請が必要です。対象者には 6
月末に通知していますので、申請してください。
対象　16歳になる年度の 4月 1日から 18歳に

なる年度の 3月 31日までの間にある人
申請　7月 1日（土）以降にオンライン申請シス

テムか、直接子ども支援課、各支所、宇
久行政センターへ

※支給申請書の受け付けは 10 月 2日（月）から
です。
※詳しくは市ホームページをご覧になるか、お尋
ねください。

問子ども支援課　☎ 24-1111

子育て支援アイデアを募集しています
　市民の皆さんの「夢のある地域版子育て支援ア
イデア」を募集します。採用されたアイデアには
最大５万円の奨励金を交付し、提案者にはそのア
イデアを実際に実施していただきます。
募集期間　6月 19日（月）～ 7月 18日（火）
募集内容　身近な地域（おおむね中学校区～支所

管内）で、子育て世代を支えていくア
イデアや子育て世代がより心地よく過
ごすためのアイデアなど（来年 2月末
までに実施できるもの）

対 象　次のいずれかに該当する人や法人など
・佐世保市民
・市内に勤務か通学している人
・主たる活動の場が市内で、市民 2人
以上で構成された団体

・市内に事業所がある民間法人
※申し込み方法など、詳しくはお尋ねください。

問子ども政策課　☎ 24-1111

低所得の子育て世帯に子育て世帯生活支援特別給付金を支給

支給要件　❶次のいずれかに該当するひとり親世帯の人
①令和 5年 3月分の児童扶養手当受給者
②公的年金等の受給者で、令和 5年 3月分
の児童扶養手当の支給を受けていない人
③食費等の物価高騰の影響を受けて家計が
急変し、児童扶養手当を受給する人と同
じ水準の収入の人

❷次のいずれかに該当するひとり親世帯以外
の人
①令和 4年度の同給付金（ひとり親世帯以
外分）受給者
②平成 17 年 4月 2日（障がいがある場合
は平成 15年 4月 2日）～令和 6年 2月

29 日に出生した子どもを養育する①以
外の人で、次のいずれかに該当する人
　・令和 5年度住民税均等割が非課税の人
　・食費等の物価高騰の影響を受けて家計
が急変し、令和 5年度住民税均等割が
非課税の人と同じ水準の収入の人

給 付 額　児童 1人当たり一律 5万円
手 続 き　❶②③、❷②⇨令和 6年 2月 29日（木）（令

和 6年 2 月生まれの人は令和 6年 3 月 15
日（金））までに郵送か直接子ども支援課へ

　　　　　❶①、❷①⇨申請不要で、令和 5年 5月 31
日（水）に支給済み

問子ども支援課　☎ 24-1111

　食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯
に対し、実情を踏まえた生活支援を行うため、特別給付金を支給します。
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市ホームページ
（高校生等福祉医療費制度）

問収納推進課　☎24-1111

令和 5年度住民税が非課税の世帯に
臨時給付金を支給します

　電力や食料品などの価格高騰による負担を軽減
するため、住民税非課税世帯に臨時給付金を支給
します。
対 象　世帯全員の令和 5年度分の住民税均等

割が非課税である世帯
※住民税均等割が課税されている人の
扶養親族等だけからなる世帯を除く。
※対象世帯には、7月末までに確認書を
送付予定です。

支給額　1世帯当たり 3万円
※スケジュールなどの詳細は、決定次第市ホーム
ページなどでお知らせします。

問住民税非課税世帯臨時給付金事務局（7月 10
日（月）まで）
☎ 25-0132
問佐世保市住民税非課税世帯臨時給付金コールセ
ンター（7月 11日（火）から）
☎ 050-3114-6566（平日 9時～ 17時）

市ホームページ
（住民税非課税世帯臨時給付金）

市ホームページ
（口座振替）

市ホームページ
（納期限を守りましょう）

子育て情報を「すくすく SAEBO」や「させぼっ子ナビ」で発信しています

　行政情報や各種手続きの情報の他、公園・地域子育て支援センター情報、親子で
楽しめるイベントなどのお出掛け情報を子育て応援サイト「すくすく SASEBO」や
子育て応援アプリ「させぼっ子ナビ」で発信しています。どうぞご利用ください。


